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多
い
身
近
な
社
会
資
本
の
整
備
に

つ
い
て
も
引
き
続
き
推
進
し
て
い

く
こ
と
で
、
生
活
環
境
の
向
上
に

努
め
て
ま
い
り
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
子
育
て
環
境
、
高
齢

者
の
生
き
が
い
対
策
、
教
育
環
境

と
い
っ
た
生
活
・
サ
ー
ビ
ス
分
野

の
充
実
を
図
る
と
と
も
に
、
災
害

に
強
い
地
域
づ
く
り
を
進
め
、
住

ん
で
よ
か
っ
た
と
実
感
し
て
い
た

だ
け
る
ま
ち
を
目
指
し
て
ま
い
り

ま
す
。

　

本
町
は
、
獨
協
医
科
大
学
病
院

を
有
し
、
人
口
あ
た
り
の
医
師
数

が
全
国
４
位
で
あ
る
「
医
療
の
ま

ち
」、
ま
た
、
と
ち
ぎ
わ
ん
ぱ
く
公

園
を
は
じ
め
と
し
た
５
つ
の
大
規

模
公
園
を
有
す
る
「
緑
園
都
市
」

と
し
て
、
８
割
を
超
え
る
町
民
の

皆
様
か
ら
「
住
み
よ
い
ま
ち
」
と

し
て
評
価
を
い
た
だ
い
て
お
り
ま

す
。

　

本
年
も
町
民
の
皆
様
と
の
「
協

働
」
に
よ
り
、
恒
久
的
に
持
続
・

発
展
し
て
い
く
ま
ち
を
目
指
し
、

住
み
よ
い
ま
ち
づ
く
り
に
全
力
で

邁
進
し
て
い
く
覚
悟
で
あ
り
ま
す
。

　

最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、
改
め

ま
し
て
関
係
各
位
の
深
い
ご
理
解

と
、
絶
大
な
る
お
力
添
え
を
賜
り

ま
す
よ
う
心
よ
り
お
願
い
申
し
上

げ
、
新
年
の
挨
拶
と
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
す
。

う
巻
き
い
な
り
寿
司
」・「
壬
生
の

か
み
な
り
汁
」
の
２
品
目
が
エ
ン

ト
リ
ー
し
、「
壬
生
の
か
み
な
り
汁
」

は
40
品
目
中
６
位
と
い
う
好
成
績

を
収
め
ま
し
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
普
段
名
脇
役
の

か
ん
ぴ
ょ
う
を
主
役
に
し
よ
う
と

い
う
こ
と
で
町
民
全
体
の
機
運
も

日
に
日
に
高
ま
っ
て
き
て
お
り
ま

す
。

　

以
上
ご
紹
介
し
ま
し
た
各
施
策

の
実
現
化
い
う
意
味
で
、
本
年
は

壬
生
町
の
さ
ら
な
る
飛
躍
の
年
に

な
る
と
捉
え
て
お
り
ま
す
。

　

ご
紹
介
し
ま
し
た
以
外
の
重
点

施
策
に
つ
い
て
も
次
の
と
お
り

し
っ
か
り
と
推
進
し
て
ま
い
り
ま

す
。

　

ま
ず
は
、
オ
ー
プ
ン
２
年
余
り

で
来
場
者
数
が
４
０
０
万
人
を
超

え
ま
し
た
ハ
イ
ウ
ェ
イ
オ
ア
シ
ス

「
み
ぶ
ハ
イ
ウ
ェ
ー
パ
ー
ク
」
で
す

が
、
そ
の
誘
客
力
を
ま
ち
づ
く
り

へ
十
分
に
活
か
し
て
い
く
た
め
、

さ
ら
な
る
充
実
を
図
り
、「
壬
生
」

の
名
を
よ
り
発
信
し
て
い
く
こ
と

で
地
域
の
活
性
化
を
推
進
し
て
ま

い
り
ま
す
。「
道
の
駅
み
ぶ
」
と
し

て
同
エ
リ
ア
内
に
あ
り
ま
す
「
お

も
ち
ゃ
博
物
館
」
に
つ
い
て
も
、

現
在
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
中
で
す
の
で

３
月
の
開
館
時
に
は
、
ぜ
ひ
と
も

ご
家
族
等
で
お
越
し
く
だ
さ
い
。

　

次
に
、
六
美
地
区
整
備
や
黒
川

東
部
地
区
農
業
集
落
排
水
事
業
な

ど
、
町
民
の
皆
様
か
ら
ご
要
望
が

　

そ
の
重
点
施
策
を
３
点
ほ
ど
ご

紹
介
い
た
し
ま
す
。

　

１
点
目
で
す
が
、
町
民
の
皆
様

か
ら
の
ご
要
望
が
最
も
多
い
「
地

域
公
共
交
通
の
導
入
」
に
つ
き
ま

し
て
は
、
24
年
度
内
の
実
証
運
行

を
目
標
に
地
域
公
共
交
通
会
議
を

立
ち
上
げ
、
今
現
在
準
備
を
着
々

と
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

　

２
点
目
で
す
が
、
今
後
の
町
発

展
の
命
運
を
握
り
ま
す
「
み
ぶ
羽

生
田
産
業
団
地
（
産
業
未
来
基
地

と
ち
ぎ
中
央
）」
へ
の
優
良
企
業
の

誘
致
に
つ
き
ま
し
て
も
、
24
年
度

内
の
分
譲
開
始
と
い
う
こ
と
で
関

係
機
関
と
連
携
し
た
誘
致
活
動
、

ま
た
周
辺
の
イ
ン
フ
ラ
整
備
等
も

合
わ
せ
、
こ
ち
ら
も
現
在
町
を
あ

げ
て
推
進
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

　

３
点
目
で
す
が
、
本
年
で
壬
生

町
へ
か
ん
ぴ
ょ
う
が
伝
来
し
３
０

０
年
を
迎
え
ま
す
。
昨
年
は
そ
の

前
年
と
い
う
こ
と
で
様
々
な
取
組

を
行
い
ま
し
た
。

　

８
月
に
は
２
日
間
に
わ
た
り
、

み
ぶ
ハ
イ
ウ
ェ
ー
パ
ー
ク
で
の
イ

ベ
ン
ト
を
開
催
、
ま
た
10
月
に
は
、

町
出
身
の
シ
ン
ガ
ー
ソ
ン
グ
ラ
イ

タ
ー
佐
藤
ひ
ろ
こ
氏
を
壬
生
町
か

ん
ぴ
ょ
う
大
使
に
任
命
し
、
現
在

も
音
楽
を
通
し
Ｐ
Ｒ
に
努
め
て
い

た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

　

ま
た
ご
存
知
の
方
も
多
い
で

し
ょ
う
が
、
11
月
に
開
催
さ
れ
ま

し
た
「
と
ち
ぎ
元
気
グ
ル
メ
選
手

権
」
で
も
、
町
内
か
ら
「
か
ん
ぴ
ょ

ま
ち
づ
く
り
を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
る

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

計
画
の
タ
イ
ト
ル
に
あ
り
ま
す

「
す
ま
い
る
」
は
策
定
過
程
で
町
民

の
皆
様
か
ら
ア
イ
デ
ア
と
し
て
い

た
だ
い
た
キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
り
、

文
字
ど
お
り
、「
町
民
の
皆
様
が
毎

日
笑
顔
で
暮
ら
し
て
い
け
ま
す
よ

う
に
」
と
い
う
思
い
を
込
め
た
名

称
で
あ
り
ま
す
。
特
に
こ
の
震
災

を
境
に
、
人
間
が
笑
顔
で
い
ら
れ

る
こ
と
の
大
切
さ
を
改
め
て
強
く

実
感
い
た
し
ま
し
た
。

　

計
画
で
は
「
人
が
集
ま
る
ま
ち
・

人
が
交
流
す
る
ま
ち
」
を
大
き
な

戦
略
に
掲
げ
、
人
口
減
少
社
会
に

お
い
て
、
私
た
ち
壬
生
町
が
い
か

に
居
住
人
口
を
維
持
、
増
加
さ
せ

て
い
く
か
と
い
う
こ
と
を
最
大
の

チ
ャ
レ
ン
ジ
項
目
と
し
て
掲
げ
ま

し
た
。

　

昨
年
は
ま
さ
に
計
画
の
「
ス
タ
ー

ト
年
」
と
い
う
こ
と
で
、
重
点
施

策
の
準
備
の
１
年
と
な
り
ま
し
た
。

　

新
年
の
ご
挨
拶
を
申
し
上
げ
ま

す
。

　

本
題
に
入
り
ま
す
前
に
、
昨
年

３
月
11
日
に
発
生
い
た
し
ま
し
た

東
日
本
大
震
災
で
被
災
さ
れ
、
今

も
な
お
厳
し
い
生
活
を
強
い
ら
れ

て
お
り
ま
す
皆
様
に
心
よ
り
お
見

舞
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　

新
し
い
年
を
迎
え
、
ま
さ
に
日

本
の
再
出
発
と
い
う
思
い
を
抱
い

て
お
り
、
本
町
に
と
り
ま
し
て
も

更
な
る
飛
躍
の
年
に
し
た
い
と
の

決
意
を
新
た
に
い
た
し
て
お
り
ま

す
。

　

さ
て
、
昨
年
は
冒
頭
に
申
し
上

げ
ま
し
た
東
日
本
大
震
災
を
は
じ

め
と
し
、
多
く
の
災
害
に
み
ま
わ

れ
る
年
で
あ
り
ま
し
た
が
、
そ
の

よ
う
な
状
況
の
中
で
、
本
町
で
は
、

23
年
度
か
ら
27
年
度
ま
で
５
カ
年

の
ま
ち
づ
く
り
の
シ
ナ
リ
オ
と
な

り
ま
す
「
壬
力
ア
ッ
プ
す
ま
い
る

プ
ラ
ン
（
壬
生
町
第
５
次
総
合
振

興
計
画
後
期
基
本
計
画
）」
に
よ
る
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４
日
に
子
ど
も
模
擬
議
会
を
開
催

し
、
子
ど
も
達
の
町
づ
く
り
の
提

言
を
通
し
て
、
議
会
・
行
政
へ
の

関
心
や
理
解
を
深
め
る
な
ど
、
身

近
な
議
会
を
目
指
し
ま
し
た
。

　

ま
た
、
議
会
閉
会
中
に
お
い
て

も
、
各
常
任
委
員
会
が
所
管
行
政

全
般
に
つ
い
て
書
面
審
査
や
実
地

調
査
を
行
え
る
所
管
事
務
調
査
を

実
施
で
き
る
よ
う
に
図
り
、
情
報

化
社
会
へ
の
対
応
に
つ
い
て
は
、

「
議
会
だ
よ
り
」
を
壬
生
町
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
か
ら
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
積
極

的
に
取
り
組
ん
で
ま
い
り
ま
し
た
。

　

今
後
の
取
組
と
し
て
は
、
ア
ン

ケ
ー
ト
調
査
結
果
な
ど
、
皆
様
の

貴
重
な
ご
意
見
を
参
考
と
し
て
事

業
展
開
を
図
り
、
町
民
の
代
表
機
関

と
し
て
更
な
る
活
性
化
と
開
か
れ

た
議
会
を
目
指
し
て
ま
い
り
ま
す
。

　

本
年
も
、
社
会
経
済
情
勢
の
厳

し
い
中
で
は
あ
り
ま
す
が
、
町
民

の
皆
様
と
と
も
に
、
豊
か
な
住
み

よ
い
町
づ
く
り
を
目
指
し
て
取
り

組
ん
で
ま
い
り
た
い
と
考
え
て
お

り
ま
す
の
で
、
引
き
続
き
町
議
会

に
対
し
ま
し
て
の
ご
支
援
並
び
に

ご
協
力
を
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　

結
び
に
、
壬
生
町
の
限
り
な
い

繁
栄
と
、
皆
様
方
に
と
っ
て
本
年

が
更
な
る
飛
躍
の
年
に
な
り
ま
す

こ
と
を
心
か
ら
ご
祈
念
申
し
上

げ
、
年
頭
の
ご
挨
拶
と
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
す
。

で
消
費
税
増
税
や
負
担
増
を
先
行
、

説
明
不
足
の
ま
ま
で
の
拙
速
な
環

太
平
洋
連
携
協
定
（
Ｔ
Ｐ
Ｐ
）
交

渉
参
加
を
海
外
で
表
明
す
る
な
ど
、

国
民
へ
の
情
報
発
信
、
説
明
責
任

が
少
な
す
ぎ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

　

Ｔ
Ｐ
Ｐ
交
渉
は
21
分
野
に
わ
た

る
た
め
、
国
民
生
活
に
深
刻
な
影

響
を
与
え
る
こ
と
か
ら
も
具
体
的

に
何
が
メ
リ
ッ
ト
か
、
何
が
デ
メ

リ
ッ
ト
か
を
検
証
し
問
題
点
を
国

民
に
公
開
し
な
が
ら
、
知
恵
を
出

し
合
い
国
際
交
渉
に
臨
ま
れ
る
こ

と
を
期
待
し
て
お
り
ま
す
。

　

ま
た
、
地
域
主
権
改
革
の
「
国

と
地
方
の
協
議
の
場
に
関
す
る
法

律
」
を
は
じ
め
と
す
る
地
域
主
権

関
連
三
法
が
成
立
し
、
国
と
地
方

公
共
団
体
の
分
担
す
べ
き
役
割
が

明
確
に
な
る
と
と
も
に
、
地
方
公

共
団
体
の
自
主
性
、
自
立
性
を
高

め
、
地
域
に
合
っ
た
町
づ
く
り
が

で
き
る
な
ど
、
従
来
の
中
央
集
権

型
行
政
シ
ス
テ
ム
か
ら
脱
却
す
る

筋
道
が
で
き
る
大
き
な
一
歩
を
踏

み
出
し
ま
し
た
が
、
住
民
投
票
や

直
接
請
求
な
ど
、
住
民
参
加
の
機

会
は
今
後
の
議
論
が
待
た
れ
る
と

こ
ろ
で
す
。

　

町
議
会
関
係
で
は
、
議
会
は
住

民
の
代
表
機
関
・
合
議
機
関
、
立

法
機
関
と
し
て
、
ま
た
、
町
長
と

議
会
の
二
元
代
表
制
の
趣
旨
で
あ

る
「
チ
ェ
ッ
ク
・
ア
ン
ド
・
バ
ラ

ン
ス
」
の
も
と
取
り
組
ん
で
お
り

ま
す
。
議
会
改
革
と
し
て
、
８
月

ド
ニ
ー
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
女
子
マ
ラ

ソ
ン
金
メ
ダ
リ
ス
ト
高
橋
尚
子
さ

ん
を
ゲ
ス
ト
ラ
ン
ナ
ー
と
し
て
招

待
し
、
壬
生
町
健
康
ロ
ー
ド
レ
ー

ス
記
念
大
会
が
盛
大
に
開
催
さ
れ

ま
し
た
。

　

ま
た
、一
昨
年
も
好
評
で
し
た

「
壬
生
町
民
の
歌
」大
合
唱
が
再
び

行
わ
れ
、
一
年
の
締
め
く
く
り
と

新
年
へ
の
希
望
の
意
味
を
込
め
て
、

年
末
の
恒
例
行
事
に
し
た
い
も
の

で
す
。

　

地
域
公
共
交
通
に
つ
き
ま
し
て

は
、
実
施
に
向
け
た
取
組
が
期
待

さ
れ
て
お
り
ま
す
の
で
、
日
常
生
活

の
足
の
確
保
と
町
の
活
力
を
図
る

た
め
に
、
早
期
実
現
を
推
進
し
て

ま
い
り
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

　

ま
た
、
み
ぶ
羽
生
田
産
業
団
地

へ
の
企
業
誘
致
に
お
き
ま
し
て
も
、

愛
称
「
産
業
未
来
基
地
と
ち
ぎ
中

央
」
と
な
り
第
１
期
分
５
区
画
の

分
譲
予
約
受
付
が
開
始
さ
れ
、
平

成
24
年
12
月
か
ら
分
譲
開
始
の
予

定
と
な
っ
て
お
り
、
町
の
更
な
る

発
展
が
期
待
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

　

国
政
に
目
を
向
け
ま
す
と
、
民

主
党
に
政
権
交
代
し
て
約
２
年

３
ヶ
月
、
総
理
大
臣
が
３
人
目
の

野
田
総
理
と
な
り
「
ド
ジ
ョ
ウ
」

と
自
称
す
る
首
相
だ
け
あ
っ
て
、

平
身
低
頭
に
構
え
る
堅
実
そ
う
に

見
え
る
政
権
と
な
り
ま
し
た
が
、

復
興
計
画
の
大
幅
な
遅
れ
、
円
高

対
策
や
デ
フ
レ
対
応
不
足
、
社
会

保
障
の
具
体
的
内
容
を
示
さ
な
い

　

ま
た
、
未
曾
有
の
災
害
で
過
酷

な
状
況
の
中
、
懸
命
に
立
ち
向
か

う
被
災
地
の
人
々
の
「
助
け
合
い
」

や
「
利
他
の
精
神
」、
家
族
や
仲
間

と
の
「
絆
」
の
大
切
さ
を
改
め
て

思
い
知
ら
さ
れ
る
と
と
も
に
、
自

分
に
で
き
る
こ
と
は
何
だ
ろ
う
か

と
、
日
本
中
の
人
が
思
う
一
年
で

も
あ
り
ま
し
た
。

　

ま
た
、明
る
い
話
題
で
は
、新
語
・

流
行
語
大
賞
に
な
っ
た
「
な
で
し

こ
ジ
ャ
パ
ン
」、
第
６
回
女
子
ワ
ー

ル
ド
カ
ッ
プ
ド
イ
ツ
大
会
で
初
優

勝
し
、
史
上
初
の
快
挙
を
成
し
遂

げ
る
な
ど
日
本
中
に
希
望
と
勇
気

と
元
気
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

町
で
は
、
ハ
イ
ウ
ェ
イ
オ
ア
シ

ス
「
み
ぶ
ハ
イ
ウ
ェ
ー
パ
ー
ク
」

が
２
周
年
を
迎
え
4
0
0
万
人
を

超
え
る
利
用
者
が
訪
れ
る
な
ど
、

予
想
以
上
の
反
響
を
見
せ
て
お
り

ま
す
。

　

８
月
に
は
干
瓢
伝
来
3
0
0
年

記
念
事
業
前
年
祭
が
行
わ
れ
、
12

月
に
は
総
合
公
園
に
お
い
て
、
シ

　

新
年
あ
け
ま
し
て
お
め
で
と
う

ご
ざ
い
ま
す
。

　

町
民
の
皆
様
に
お
か
れ
ま
し
て

は
、
輝
か
し
い
平
成
24
年
の
新
春

を
お
迎
え
の
こ
と
と
町
議
会
を
代

表
い
た
し
ま
し
て
、
心
か
ら
お
慶

び
申
し
上
げ
ま
す
。

　

日
頃
よ
り
議
会
活
動
に
対
し
深

い
ご
理
解
と
ご
協
力
を
い
た
だ
い

て
お
り
ま
す
こ
と
に
、
心
か
ら
感

謝
と
お
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。

　

さ
て
、
昨
年
を
振
り
返
っ
て
み

ま
す
と
、
千
年
に
一
度
と
言
わ
れ

る
大
地
震
・
大
津
波
の
東
日
本
大

震
災
、
福
島
第
一
原
発
で
の
原
子

力
事
故
、
台
風
12
号
・
15
号
の
豪

雨
よ
る
土
砂
災
害
な
ど
、
ま
さ
に

日
本
が
災
害
列
島
で
あ
り
ま
し
た
。

　
「
自
然
の
天
災
と
か
、
防
災
対
策

や
救
援
対
応
の
不
作
為
の
人
災
と

か
、
近
代
文
明
の
象
徴
で
あ
る
原

発
事
故
の
文
明
災
と
か
、」
と
言
う

範
疇
を
越
え
、
自
然
界
を
支
配
し

て
の
近
代
文
明
の
あ
り
方
を
問
わ

れ
る
思
い
が
い
た
し
ま
し
た
。
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壬生町地域公共交通に関する
アンケート結果

　壬生町では、今年の９～10月にかけて町内にお住まいで20歳以上の7,000人を対象に『壬生町の地域公共交通に
関する町民アンケート調査』を実施いたしました。このアンケートは、平成25年１月に試験運行開始を予定している
新公共交通計画の基礎資料として、活用してまいります。
　ご協力をいただきましたアンケート調査の結果がまとまりましたので、概要をお知らせいたします。
　詳細は、町ホームページまたは町総務部企画財政課にて、ご覧になれます。

●回収結果

■徒歩・自転車 ■鉄道・タクシー ■車・バイク ■車で送迎 ■複数組合せ

買い物

通勤・通学

趣味・娯楽

通院

公共機関等

3,099人（回収率44％）　　　　　　　　
〔内訳〕男　　1,363人（44％）
　　　 女　　1,702人（55％）
　　　 無効　　  34人（  1％）

◇自動車運転免許証及び自動車の保有状況
　自動車免許　2,241人（72％）
　自　動　車　2,102人（68％）
　バ　イ　ク　  263人（  8％）

●アンケート調査結果（概要）

主な外出手段は、何ですか？Q
　どの交通目的においても、「車・バイク」
の利用者が過半数の50％を超えています。
　どの交通目的においても、「鉄道・タク
シー等」の利用が２％程度であり、非常に
少ない状況です。
　「通院」では、「車で送迎」が13％で、他
の交通目的より高い結果となりました。

【有効回答2,379人】
すぐ利用したい　　：  557人（20％）
将来は利用したい　：1,400人（51％）
必要だが利用しない：   241人（ ％）
必要ない　　　　　：   496人（18％）
その他　　　　　　：     45人（  2％）

主な外出時間についてQ

新しい地域公共交通は、必要ですか？ 利用したいと思いますか？Q

　出発時刻は、概ね8時～11時に集中しています。帰宅時刻は、様々ですが、「通勤・通学」を除くと、概ね17時
までには、帰宅されているケースが多い結果となりました。

「すぐに利用したい」と「将来は利用したい」を合わせると
全体の71％になっており、新しい地域公共交通への期
待が高い結果となりました。また、年代別集計結果から
は、80歳代で「すぐに利用したい」が37％と高い値を示し、
次に70代と90代が続いており、高齢者の期待が特に高い
結果となりました。

交通目的
出発時刻

主な時間帯 ピーク時
買　い　物
通　　　院
通勤・通学
趣味・娯楽
公共施設等

10～17時
　8～11時
　7～　9時
　9～11時
　9～15時

10時
9時
9時
10時
10時

帰宅時刻
主な時間帯 ピーク時
11～19時
10～16時
17～20時
12～17時
10～16時

12時
11時
18時
16時
11時

14％ 1％

2％

2％

2％

2％

8％

11％ 14％

14％

16％

60％ 15％10％

78％ 11％1％

65％ 8％

54％ 13％ 17％

58％ 7％ 17％

年代別の回収結果

60歳代
35％

50歳代
10％

40歳代 7％

30歳代 8％

20歳代 5％90歳代 1％

70歳代
23％

80歳代
11％

すぐ利用したい
20％

将来は利用する
51％

必要だが必要だが
利用しない利用しない
9％9％

必要だが
利用しない
9％

必要ない
18％

その他 2％

owner
タイプライターテキスト
９
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　本年の10月に獨協医科大学病院、町内のスーパー5店舗、公共3施設、東武鉄道2駅において、利用者への
ヒアリング調査を実施いたしました。
　ヒアリング対象者　229人（内訳：男64人 女165人）

　獨協医科大学病院の利用者の主な滞在時間は、1時間
以上が81％と高い結果となりました。スーパーや公共施
設の利用者の主な滞在時間は、大部分が30分以内という
回答でした。
　自由意見は、702件いただき、「将来的には必要で、便利な公共交通があれば助かります。」「買い物が
終わったあとの待合スペースがあると便利です。」といったご意見が多数ありました。

●ヒアリング調査結果（概要）

　本広報で掲載しておりますアンケート調査結果を基に、今
後の方針について、平成23年12月19日に壬生町地域公共交
通会議で、審議をいたしました。町民が必要とする公共交
通の構築に向けまして、各団体を代表する委員からは、活発
な意見が出され、会議のまとめとしまして、永井会長から
は、本町の生活に適した公共交通となるよう、町の将来像を
明確にし、方針に優先順位をつけ、成果を確認しながら進
める計画とすることが決まりました。今後は、方針に基づ
く、連携計画の策定や試験運行に関する計画を平成24年３
月までにまとめる予定です。
　今後も、町民のみなさまへの周知を図りながら、平成25
年1月の試験運行に向けて、準備を進めてまいります。

新しい地域公共交通に求めるサービスは、何ですか？ 下記から上位3つのサービスを選択Q

　20～59歳と60歳以上の方の意見を比較したところ、『料金が安い』、『直接目的地までいくことができる』がど
ちらとも上位２つとなりました。60歳以上の方の意見で、『自宅まで迎えに来てくれる』が３位になりましたが、20
～59歳では、『便数が多い』が３位となり、60歳以上の方が、自宅から目的地まで（ドア・ツー・ドア）に対す
る要望が高い結果となりました。

施設利用者の施設での主な滞在時間

第3回壬生町地域公共交通会議
～アンケート結果から公共交通方針の検討～

◎問合せ先　　壬生町地域公共交通会議事務局（町総務部企画財政課企画調整係）　☎81－1813

サービスの選択肢
1. 自宅まで迎えにきてくれる　　2. 直接目的地まで行くことができる
3. 便数が多い　　　　　　　　　4. 料金が安い
5. 移動時間が短い　　　　　　　6. 早朝から運行している
7. 夜遅くまで運行している　　　8. 土・日も運行している

　　20～59歳

料金が安い（26％）

直接目的地（19％）

便数が多い（15％）

　　  60歳以上

料金が安い　（24％）

直接目的地　（19％）

自宅まで迎え（19％）

順位

1位

2位

3位

施設名

獨協医科大学病院

スーパー

公共施設

滞在時間　　　

1時間以上（81％）

30分以内（65％）

30分以内（72％）
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̶
考
え
よ
う　

相
手
の
気
持
ち
・
育
て
よ
う　

思
い
や
り
の
心̶

人
権
作
文・
人
権
書
道
コ
ン
テ
ス
ト

　

人
権
尊
重
の
重
要
性
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
る
と
と
も
に
、
豊
か
な
人
権
感
覚
を
培
う
こ
と

を
目
的
と
し
て
、
宇
都
宮
地
方
法
務
局
・
栃
木
県
人
権
擁
護
委
員
連
合
会
・
栃
木
人
権
擁
護
委

員
協
議
会
で
は
、
例
年
、
小
・
中
学
生
に
人
権
に
関
す
る
書
道
・
作
文
を
お
願
い
し
て
い
ま
す
。

　

小
学
生
人
権
書
道
、
中
学
生
人
権
作
文
コ
ン
テ
ス
ト
で
優
秀
な
成
績
を
収
め
た
児
童
・
生
徒

並
び
に
作
品
の
一
部
を
紹
介
し
ま
す
。

●
最
優
秀
賞

壬
生
小
学
校
3
年齋

藤　

ひ
よ
り

さ
い
と
う

●
最
優
秀
賞

壬
生
小
学
校
5
年青

木　

志
穂

あ
お
き　
　
　

し

ほ

●
最
優
秀
賞

壬
生
東
小
学
校
6
年

飯
野　

哲
平

い
い
の

　

て
っ
ぺ
い

●
最
優
秀
賞

壬
生
北
小
学
校
6
年

森
田　

実
希

も
り
た　
　
　

み

き

●
最
優
秀
賞

壬
生
小
学
校
6
年入

江　

み
る
か

い
り
え
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●
優
秀
賞

学
校
名

壬
生
小
学
校

大
橋　

明
香
里

思
い
や
り

4
年

学
年

氏

名

課

題

お
お
は
し　
　

あ

か

り

●
奨
励
賞

学
校
名

学
年

氏

名

課

題

安
塚
小
学
校

高
橋　

歩

人
権
尊
重

6
年

た
か
は
し　
　
あ
ゆ
む

稲
葉
小
学
校

飯
村　

星
哉

思
い
や
り

4
年

い
い
む
ら　
　

せ
い

や

●
奨
励
賞

学
校
名

壬
生
中
学
校

大
橋　

海
風

人
権
に
つ
い
て

3
年

学
年

氏

名

お
お
は
し　
　

み　

う

南
犬
飼
中
学
校

安
納　

美
貴

目
指
そ
う

「
部
落
差
別
ゼ
ロ
の
社
会
」

3
年

あ
ん
の
う　
　
　
み

き

羽
生
田
小
学
校

木
野
内　

彩
音

思
い
や
り

4
年

き

の

う
ち　
　

あ
や
ね

藤
井
小
学
校

中
村　

萌
音

人
権
尊
重

6
年

な
か
む
ら

も

ね

睦
小
学
校

佐
藤　

怜
利

人
権
尊
重

6
年

さ

と
う　
　

れ
い
り

題

名

　

法
務
省
・
全
国
人
権
擁
護
委
員
連
合
会
で

は
、
毎
年
「
人
権
デ
ー
」（
12
月
10
日
）
を
最

終
日
と
す
る
1
週
間
（
12
月
4
日
〜
10
日
）

を
「
人
権
週
間
」
と
定
め
、
世
界
人
権
宣
言

62
周
年
を
迎
え
た
今
年
も
「
第
63
回
人
権
週

間
」
と
し
て
、
人
権
尊
重
思
想
の
普
及
高
揚

の
た
め
の
啓
発
活
動
を
展
開
し
ま
し
た
。
そ

こ
で
、
町
人
権
擁
護
委
員
協
議
会
で
は
、
12

月
8
日
に
町
内
の
ス
ー
パ
ー
2
ヵ
所
に
お
い

て
、
街
頭
啓
発
活
動
を
実
施
し
ま
し
た
。

人
権
街
頭
啓
発
活
動
を
実
施

人権書道の入選作品は壬生中央公民館に展示されました。
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問合せ先　　町上下水道部下水道課　　☎８１－１８５８・１８５９

　下水道事業は独立採算制が義務付けられており、利用するみなさんの下水道使用料で賄われています。
　汚水をきれいにするためには、北部処理場（町管理）及び巴波川浄化センター（県管理）の運転経費の負担
や公共下水道の清掃・修繕などの維持管理費が必要です。
　本町の下水道使用料は、平成19年４月に料金改定をし、現在に至っておりますが、老朽化している北部処理
場の修繕費や固定経費（運転管理・動力・燃料費など）等の維持管理費が年々増加傾向にあります。
　そのため、内部努力により、財政健全化に努めているところではありますが、一般会計からの繰入金の依存
度が、年々高くなっているのが実情です。
　以上のことから、下水道事業経営の基本的な考え方である独立採算と受益者負担の原則を踏まえ、下水道使
用料を改定することとなりました。
　ご負担をおかけしますが、みなさまのご理解とご協力をお願いいたします。

　新料金の適用は、平成24年７月検針分からとなります。

　衛生的環境を維持するに当たり、固定的に発生する経費の一部を賄い、経営の安定性を確保していくため、 
基本水量制を引き続き採用しています。   
（１）使用料の変更
　　 基本使用水量10㎥では５％、超過料金を含め平均で6.36％の上昇率となります。  　　
　　（新料金表参照）
（２）「臨時用」使用料の設定
　　  住宅の新築等に使用する場合の下水道使用料を廃止し、新たに「臨時用」使用料（１㎥につき164円 
　　  85銭）を設定いたしました。 

下水道使用料改定のお知らせ下水道使用料改定のお知らせ下水道使用料改定のお知らせ下水道使用料改定のお知らせ下水道使用料改定のお知らせ下水道使用料改定のお知らせ下水道使用料改定のお知らせ

今回改定される主な内容

新料金の適用時期

新　料　金　表
（消費税込み）

改　定　料　金現　行　料　金汚 水 量（㎥ ）用途区分

一般汚水
（２ヶ月当り）

基本料金

超過料金
（１㎥につき）

８１から  ２００まで

２１から　 ８０まで

０から　 ２０まで

２０１から  ４００まで

４０１以上

１４２円８０銭

１３２円３０銭

１５４円３５銭

１６４円８５銭

１６４円８５銭１㎥につき臨時用

２，６４６円

１３３円３５銭

１２６円

１４１円７５銭

１５１円２０銭

２，５２０円
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　公共下水道事業特別会計は、皆様の下水道使用料、受益者負担金、国からの補助金、金融機構等からの
借入金（町債）、一般会計からの繰入金等で賄われています。      
　下記の表は、平成22年度の公共下水道事業特別会計決算の内訳です。    

　下水処理にかかった費用のうち、雨水の処理費用及
び分流式下水道等に要する経費等は下図のように公
費で負担しています。汚水処理費用は本来使用料で賄
うものですが、賄いきれない実質赤字額に対しては公
費で負担して収支を保っています。  

公共下水道事業特別会計公共下水道事業特別会計の財政状況財政状況（平成22年度）（平成22年度）公共下水道事業特別会計公共下水道事業特別会計の財政状況財政状況（平成22年度）（平成22年度）公共下水道事業特別会計の財政状況（平成22年度）

受益者負担金
項　　　　目

下水道使用料及び手数料
国庫補助金

一般会計繰入金
繰越金
諸収入
町債（金融機構等からの借入金）

19,300,470
金　　額

442,557,918
63,900,000

518,397,000
27,197,822
5,622,866

164,400,000

総額   12億4,137万6,076円

総務費（一般事務費・人件費等）
項　　　　目

公共下水道費（下水道工事費・処理場維持管理費）
流域下水道費（流域下水道工事費・維持管理費等）

公債費（借入金の返済等）
予備費

78,181,920
金　　額

402,219,089
115,157,267

620,413,972
0

総額   12億1,597万2,248円

今回の使用料の改定で実質赤字額が縮小さ
れることになります。

下水処理費用負担のしくみ汚水処理費用の内訳

公費負担
390,359千円

収入

下水道
使用料

442,558千円
起債償還元金
367円

流域下水道
維持管理負担金

89円

起債償還利子
117円

終末処理場
管理費
265円

総務費
128円

管渠管理費
34円

分流式下水道等
に要する経費等
323,712千円

支出

汚水
処理費

552,287千円

169,396千円
実質赤字額

雨水処理費
66,647千円

総務費（事業全般の運営管理に要した費用）

管渠管理費（公共下水道の清掃）

終末処理場管理費（北部処理場の維持管理に関する費用）

流域下水道維持管理負担金（巴波川流域下水道維持管理に関する費用）

起債償還元金（施設の建設に要した借入金の元金）

起債償還利子（施設の建設に要した借入金の利子）

計

70,533
単位（千円）

18,573

146,327

49,154

202,904

64,796

552,287

下水道使用料 1,000円 の使い道
（汚水処理費用の内訳）

町債（金融機構等からの
借入金）
13.2％

繰越金
2.2％

諸収入
0.5％

一般会計繰入金
 41.8％

  公債費
（借入金の返済等）
  51.0％

 総務費（一般事務費・人件費等）
  6.4％

  流域下水道費
（流域下水道工事費・
  維持管理費等）
  9.5％

  公共下水道費
（下水道工事費・
  処理場維持管理費）
  33.1％

下水道使用料
及び手数料
 35.6％

国庫補助金
5.1％

受益者負担金1.6％
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問合せ先　　町上下水道部水道課　　☎８２－２２６０

　水道事業は独立採算制が義務付けられており、利用するみなさんの水道料金で賄われています。

　近年、単身世帯や高齢者世帯の増加により、１ヶ月の基本水量（10㎥）まで使用しない世帯が増えてくるとと

もに、水道料金体系についても社会状況の変化や町民のニーズに対応していくことが求められてきました。

　そうした状況を鑑み、使用実態に即した料金体系となるよう改定いたしました。

　新料金の適用は、平成24年７月検針分からとなります。

（１）「一般用」基本水量、基本料金及び従量料金の見直し      
　　  基本料金は水道施設の維持管理などに充てられており、従量料金とは別にご負担いただくものです。 
　　  今回の改定では基本水量の付加を廃止し、基本料金の引き下げを図りました。    

　　  ・基本水量（１ヶ月）　10㎥　→　0㎥        
　　  ・基本料金（１ヶ月）　1,396円50銭　→　798円      
　　  また、使った分に応じてかかる従量料金を１㎥から設定いたしました。    　 　  
　　  ・１～10㎥（１ヶ月）　１㎥当り59円85銭       　 　 
　　 ※水道を１ヶ月10㎥以上お使いの場合、基本料金と従量料金の合計金額につきましては、改定前と変
　　 　わりません。           
（２）「一時用」および「住宅の新築に関する工事給水」料金の廃止     　 　
　　 工事その他臨時に使用する「一時用」および「住宅の新築に関する工事給水」についての料金設定を
　　 廃止いたしました。          　 　  
　　 改定後は「一般用」料金での適用となります。 

水道料金改定のお知らせ水道料金改定のお知らせ水道料金改定のお知らせ

今回改定される主な内容

新料金の適用時期

新　料　金　表
（一般用・２ヶ月当り・消費税込み）

改　定　料　金現　行　料　金水　量　（㎥）

基本料金 ２,７９３円

１５１円２０銭

１５６円４５銭

１６１円７０銭

１６６円９５銭

１７２円２０銭

２１から　 ８０まで

１から　 ２０まで

０   　

８１から  ２００まで

２０１から  ４００まで

４０１から１,０００まで

１５１円２０銭

５９円８５銭

１５６円４５銭

１６１円７０銭

１６６円９５銭

１７２円２０銭

基本料金 1,５９６円

従量料金
（１㎥につき）

超過料金
（１㎥につき）

１,００１以上
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料　金　計　算　例

使用水量ごとの料金比較

（一般用・２ヶ月当り・消費税込み）

水道12,647円＋下水道11,298円＝23,945円（税込）がご請求額になります。

例②　上下水道（一般用）をご使用で2ヶ月の水量が85㎥の場合は・・・

例①　上下水道（一般用）をご使用で2ヶ月の水量が15㎥の場合は・・・

水道2,493円＋下水道2,646円＝5,139円（税込）がご請求額になります。

水　道　①使用
水量

下　水　道　② 合　計　（　①　＋　②　）

現行料金 改定料金 現行料金 改定料金 現行料金 改定料金 比較増減

2,793円0㎥ 1,596円 2,520円 2,646円 ５,313円 4,242円 △1,071円

2,793円5㎥ 1,895円 2,520円 2,646円 ５,313円 4,541円 △ 772円

2,793円10㎥ 2,194円 2,520円 2,646円 ５,313円 4,840円 △ 473円

2,793円20㎥ 2,793円 2,520円 2,646円 ５,313円 5,439円 126円

5,817円40㎥ 5,817円 5,040円 5,292円 10,857円 11,109円 252円

11,865円80㎥ 11,865円 10,080円 10,584円 21,945円 22,449円 504円

14,994円100㎥ 14,994円 12,747円 13,440円 27,741円 28,434円 693円

22,816円150㎥ 22,816円 19,414円 20,580円 42,230円 43,396円 1,166円

30,639円200㎥ 30,639円 26,082円 27,720円 56,721円 58,359円 1,638円

水　　道　　料　　金

基本料金　　　　　　1,596円
基本料金　　　　　　 2,646円

０㎥

 20㎥ ×  59円85銭＝ 1,197円

 60㎥ × 151円20銭＝ 9,072円

 ５㎥ × 156円45銭＝   782円25銭

12,647円

  60㎥ × 132円30銭＝ 7,938円

 　５㎥ × 142円80銭＝　 714円

11,298円

１㎥から20㎥まで

21㎥から80㎥まで

81㎥から85㎥まで

計（１円未満切り捨て）

下　水　道　使　用　料

水　　道　　料　　金

基本料金　　　　　　 1,596円
基本料金　　　　　　 2,646円

０㎥

 15㎥ ×   59円85銭＝    897円75銭

2,493円 2,646円

１㎥から15㎥まで

計（１円未満切り捨て）

下　水　道　使　用　料
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住民税・所得税の申告は、平成24年2月15日（水）から3月15日（木）
までです。
町では、次の表のとおり各会場において申告受付を実施いたします。
例年、申告期間の終了間際になりますと、各会場が大変混雑しますの
で、なるべく日程表の該当日に申告くださるよう、よろしくお願いいた
します。 

申告日につきましては、地区割（大字
単位）で指定しておりますが、ご都
合が悪い場合は、割当地区以外で
も申告を受付できます。

　確定申告をされる場合、国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料の領収書は、社会保険料控除
の控除額を確認するための大切な資料となりますので、紛失しないようにしてください。
　口座振替で納付されている方は、１月下旬に口座振替済通知書を送付する予定です。また、口座振替で一括納
付された方は、平成23年８月末に送付しております。
　領収書等を紛失された場合は、納付額確認書を発行いたしますので、運転免許証等の本人確認ができる書類を
お持ちのうえ、町税務課収税係までお越しください。
　また、年金から国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料を天引きされている方については、日本
年金機構より送付される年金の源泉徴収票の社会保険料の欄に納付額が記載されていますので、参照してくださ
い。（源泉徴収票は、確定申告等で必要となりますので紛失しないようにしてください。）  

確定申告確定申告は
期限内期限内に！
確定申告確定申告は
期限内期限内に！
確定申告は
期限内に！

◇開場時間　午前8時30分　開場後に番号札を配布いたします。
◇受付時間　①午前の部　　 午前9時から午前11時30分まで
　　　　　　②午後の部　　 午後1時から午後4時まで
　　　　　　※午前11時30分から午後1時までは除きます。

○壬生町会場
月　日 曜日 申 告 割 当 地 区（太字単位） 会　　場

2月15日 水 羽生田 ・ 上稲葉
2月16日 木 下稲葉 ・ 福和田

稲葉地区
公民館

2月17日 金 七ツ石（都合により、午前の部のみとなります）　

2月18日 土 緑町一丁目 ～ 四丁目
2月21日 火 幸町一丁目 ～ 四丁目
2月22日 水 安塚　1 ～ 880番地
2月23日 木 安塚　881 ～ 1,100番地
2月24日 金 安塚　1,101 ～ 2,000番地
2月25日 土 安塚　2,001番地 ～

南犬飼地区
公民館

2月28日 火 中泉 ・ 上田 ・ 北小林
2月29日 水 国谷 ・ 助谷　
3月 1 日 木 落合一丁目 ～ 三丁目 ・ いずみ町 ・ 若草町

3月 2 日 金 あけぼの町 ・ 寿町 ・ おもちゃのまち一丁目 ～ 四丁目
3月 3 日 土 壬生甲 ・ 壬生乙
3月 6 日 火 本丸一丁目 ・ 二丁目
3月 7 日 水 中央町 ・ 通町 ・ 大師町
3月 8 日 木 壬生丁　1 ～ 159番地

3月 9 日 金 壬生丁　160番地　～　
壬生

中央公民館
3月10日 土 至宝一丁目 ～ 三丁目 ・ 壬生丙
3月13日 火 表町 ・ 藤井

3月14日 水 元町 ・ 駅東町
3月15日 木 町内全地区

★申告割当地区

また、下記以外でも申告内容により
税務署会場で確定申告をする必要
がある場合があります。
●個人売買等による譲渡所得（土
　地・家屋・株式等）がある方
●青色申告をされている方
　※栃木税務署の確定申告会場
　　は栃木商工会議所大ホールに
　　なります。税務署会場での申
　　告期間は平成24年２月16日（木）
　　から３月15日（木）までです。
　 （土・日曜日は除く）

★次の方は町会場での申告受付
　はできませんので、税務署会
　場において確定申告をすること
　になります。

★お持ちいただく書類等
①印鑑  
②源泉徴収票（コピーではなく必ず原本をお持ちください。）  
③生命保険料や地震保険料等（地震保険料及び旧長期損害保険料）の控除証明書
④社会保険料（国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料・国民年金保険料）の領収書
　※社会保険料のうち国民年金保険料は、控除を受ける場合に証明書類を添付または提示する必要が
　　ありますので、必ずご持参ください。
⑤その他所得控除や税額控除を受けるのに必要な書類
⑥金融機関の口座番号の控え（申告者ご本人名義のもの）等       

○国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料の納付額確認書等について    

★問合せ先　　町総務部税務課町民税係　　☎81－1817

★問合せ先　　町総務部税務課収税係　　☎81－1816
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　日本に住む20歳から60歳の方は、国民年金制度に加入することになっています。
　国民年金は、厚生年金・共済年金とともに、老後の所得保障だけでなく、病気やケガで障がいが残ったときや、一
家の働き手が亡くなったときなどに、あなたやご家族の生活をサポートする制度です。
　大人の仲間入りをした皆様も、忘れずに国民年金の加入手続きを行い、年金制度をよく理解し、成人として将来
の生活づくりに備えましょう。  

《20歳時の国民年金加入手続き》
　自営業者や学生、無職の方など、第１号被保険者となる方は、住所のある市町村役場の窓口にて、直接加入手続きを
行います。
　サラリーマンや公務員等の第２号被保険者の方や、その「第２号被保険者に扶養される配偶者」にあたる第３号被保
険者の方は、勤務先の事業所が加入手続きを行いますので、個人による手続きは不要です。
※20歳になる日（誕生日の前日）に就職しているか、第２号被保険者の扶養になっている方は、手続き不要ですが、20 
　歳前に勤め先を退職した方は、厚生年金等加入時の基礎年金番号による国民年金加入手続きが必要になります。

《保険料の免除・納付猶予》
　「学生である、収入が少ない、就職していない」等の理由により国民年金保険料の納付が困難な場合、「学生納付
特例制度」や「保険料免除制度」（30歳未満の場合は、若年者納付猶予制度）など、保険料の納付を免除・猶予す
る制度があります。加入手続きの際に、あわせてご相談ください。

　公的年金制度は、すべての年金制度に共通する『基礎年金番号』により運用されています。最初に加入手続きをする
際に、個人毎に基礎年金番号が付番され、年金手帳が交付されます。以後、登録された基礎年金番号により、あなた
の年金加入履歴や保険料納付状況が管理・記録されます。
　加入手続き漏れや保険料の納め忘れ、基礎年金番号の重複登録があると、将来受け取る年金が少なくなったり、万
一の際に年金の受け取りができない場合があります。年金手帳は、年金手続きを行う際に必要なものですので、大切に
保管しましょう。

20歳から20歳からは国民年金国民年金に加入しましょう加入しましょう20歳から20歳からは国民年金国民年金に加入しましょう加入しましょう20歳からは国民年金に加入しましょう

○問合せ先　　　◆ねんきんダイヤル　　　　　　　　☎０５７０－０５－１１６５
　　　　　　　　●栃木年金事務所　お客様相談室　　☎２２－４１３４
　　　　　　　　●町民生部保険環境課国民年金係　　☎８１－１８２７

新成人の皆様  おめでとうございます

■国民年金の給付は、3種類の基礎年金があります

老齢基礎年金
原則として、６５歳から
生涯受けられます。

病気やケガで一定の障
がいになった方が受け
られます。

夫が亡くなったときに
子のある妻または子が
受けられます。

障害基礎年金 遺族基礎年金

■国民年金には、3種類の被保険者資格があります

■年金手帳は、生涯大切に管理しましょう

被保険者の
種　 　  類

対象者
20歳以上60歳未満の自営業
の方、農林水産業の方、学生
や無職の方など

 国民年金保険料
【定額】15,020円
（平成23年度）

被保険者本人は保険料負担を
要しない。
配偶者が加入する年金の保険
者（事業所）が負担

厚生年金保険料率
16.412％
（平成23年9月現在）
労使折半で保険料を負担

  基礎年金の国庫負担割合については、それまでの１／３から１／２へ引き上げられました。
（平成21年４月1日より）

第２号被保険者に扶養されて
いる配偶者

会社員、公務員など

保険料

国庫負担

第１号被保険者 第3号被保険者 第2号被保険者
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犬の登録は、飼い主の義務です

問合せ及び届出窓口 町保険環境課環境保全係　☎81－1834

新しく犬の飼主になる場合、飼主は犬が家に来た日から30日以内に、（生後90日以内の子犬の
場合は、生後90日を経過した日から30日以内に）町保険環境課窓口で登録の手続きをしてください。
登録の際に交付される犬鑑札は、首輪等につけてください。
・登録手数料　3,000円

犬の登録事項が変わったとき
次の事項が変更となった場合には、町保険環境課窓口で変更の届出が必要です。
・犬の所在地　・犬の所有者　・犬の所有者の氏名（婚姻等による氏名の変更）又は住所

壬生町で登録している犬が町外に引越しするとき
転出先の市区町村役場で30日以内に変更の届出が必要です。壬生町で交付を受けた鑑札を担当
課窓口に持参して手続きしてください。
紛失した場合は、壬生町で再交付を受ける必要があります。
・再交付手数料　1,600円

町外で登録している犬が壬生町に引越ししたとき
町保険環境課窓口で、30日以内に変更の届出をしてください。以前お住まいの市区町村役場で交
付を受けた鑑札を必ず持参してください。
紛失した場合は、以前お住まいの市区町村役場で再交付を受けてから、鑑札を持参してください。

犬が死亡したとき
犬の鑑札及び注射済票を添付して、町保険環境課窓口に届出してください。

動物に関する相談は
次のような場合は、栃木県動物愛護指導センター（☎028-684-5458）にお問い合わせください。
・飼い犬が迷子になった場合
・負傷した犬や猫の保護
・咬傷事故等について

狂犬病予防注射を受けさせましょう
犬に狂犬病予防注射を、毎年１回受けさせなければなりません。春と秋の集合注射会場や最寄りの
動物病院で狂犬病予防注射を実施すると、注射済票も併せて受け取ることができます。
最寄りの動物病院に注射済票がない場合には、獣医師が発行する狂犬病予防注射実施証明書を持
参し、町保険環境課窓口で注射済票の交付申請の手続きをしてください。
但し、子犬の場合は、生後91日以降に受けることとされています。
注射済みの犬に交付される注射済票は、首輪等につけてください。
・集合注射代金　3,300円（注射代金2,750円＋済票交付手数料550円）
・動物病院での注射料金は、動物病院にお問い合わせください。
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12月４日、壬生総合公園陸上競技場及び周辺道路において、東
日本大震災復興イベントとして第20回壬生町健康ロードレース記
念大会兼駅伝選考会が開催されました。今年は第20回を迎える
にあたり、シドニーオリンピック金メダリスト髙橋尚子さんをゲス
トランナーとしてお迎えし、青空の下で約1,200名のランナーが
激走を展開しました。レース終了後は、髙橋尚子さんによる講評や
オークションなどが行われ、大いに盛り上がりました。

小学生男子（４年生以上）　田中　聖将　11分24秒
小学生女子（４年生以上）　鯉沼実佳子　11分46秒
中学生男子　　　　　　　尾崎　天佑　10分29秒
中学生女子　　　　　　　佐藤　美優　11分42秒

一般男子（39歳以下）　　高畑　武　　16分41秒
一般男子（40歳以上）　　中川　均　　18分25秒
一般女子　　　　　　　 上武　順子　21分30秒

親子ペア
（小学１～３年男女）

結果　優勝者

た  なか　　　　せ 　な

こい  ぬま  み   か   こ

お  ざき  　　 てん  ゆう

さ  とう   　　 み    ゆ　

たか はた　　 たけし

なか がわ　　  ひとし

うえ たけ  　　じゅん こ

いけ だ   　　 てつ  お

まな   と
池田　哲大
　　　愛登　

7分45秒

3km　

5km　

2km　
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壬生町金融団様からエコ風船寄贈
壬生町金融団（足利銀行・栃木銀行・栃木信用金庫加盟）様から、第

20回壬生町健康ロードレース記念大会で役立ててほしいと、エコ風船
200個が寄贈されました。
壬生町金融団様は、シドニーオリンピックマラソン金メダリスト・髙橋

尚子さんをお招きしての記念大会に、地元の金融機関として何らかの応
援をしたいと考えていたそうです。そこで、今大会は東日本大震災復興
支援イベントにも位置付けられていたことから、平和の象徴であるハト型
の風船200個をご寄贈いただき、被災地へ届けることとなりました。
風船には、町立５保育園の園児たちから、被災地への応援メッセージが

書かれ、大会当日、色とりどりの風船が被災地へ向けて飛んでいきました。

社会福祉法人共育会様から
歯ブラシセット寄贈

メリーランド保育園（下稲葉、若林享子園長）の運営法人である社
会福祉法人共育会様から、歯ブラシセット25,000セットが寄贈され
ました。
同保育園では歯科教育に力を入れており、このたび寄贈に訪れた
若林園長は、「幼児教育で身に付けた歯のブラッシング習慣を、いく
つになっても励行してほしい。さらに、家にこもりがちな高齢者の皆
様には、このセットを持って旅行に行くなど、楽しい生活を送ってほし
い。」と話しておられました。

わかばやしきょう こ

『論語』に登場する「木鐸」を、群馬県館林市の現代の名工、針生
清司さんが復元し、12月２日、壬生町に寄贈されました。
木鐸とは振り子が木でできた金属製の鈴で、古代中国では法令な

どを知らせる時に鳴らしたそうです。
針生さんは中国に残る画を基に木鐸を復元し、計11個を制作し

ています。また、これまでにも孔子が弟子たちに中庸の徳を教えた
とされる「宥座の器」を現代に復元し、やはり町に寄贈しております。
「論語」を推進している当町では、「宥座の器」と同じく、児童・生
徒たちに体験してもらい、学校や町のイベントに広く活用していく予
定です。

論語の「木鐸」町に寄贈
はりゅう

ちゅう よう

ゆう　ざ　　　　き

ぼく たく

きよ し
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焼き鳥、豚汁に舌づつみ
11月６日、いずみ自治会では、恒例の「いずみの集い」

が開催されました。
模擬店が立ち並び、ビール、焼き鳥、豚汁、お汁粉、

やきそば、おにぎりなどを食べながらバンド演奏を鑑賞し
ました。また、グラウンドゴルフを楽しみながら自治会の
親睦を深めました。
曇天にもかかわらず大勢の方が参加し、今年最後のイベ

ントは大盛況に終わりました。
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農業施策・平成24年度予算に関する要望書を提出
10月19日、壬生町農業委員会（大垣充会長）は町長
室を訪れ、壬生町農業施策並びに平成24年度予算に関
する要望書を提出しました。
農業委員会では、農業者が夢と希望を持って意欲的・
積極的に農業生産と地域の活性化に取り組めるよう、農業
機械や施設に対する「みぶ・アグリチャレンジャー支援事業」
等の町単独助成など、７項目について要望しました。
また、町並びに町教育委員会に対し、学校給食でのさら
なる米飯給食の回数増加や、米粉パンの使用、地域の野
菜等を使用した「地産地消」の推進を要請しました。

おお がきみつる

10月１日付けで法務大臣から人権擁護委員に齊藤和子氏（安塚）
が再委嘱され、中村惠子氏（中泉）が新規に委嘱されました。
人権擁護委員は、地域の皆さんの人権に関する悩みごとなどの相
談に応じるほか、街頭啓発活動や小・中学生を対象にした人権講話・
ビデオフォーラムなどを通して、人権の大切さについての理解を深め
てもらうなど人権意識の高揚に努めています。

人権擁護委員に齊藤和子氏・
中村惠子氏が委嘱される

　　　　　　　　　　　　　 さい とうかず こ

なかむらけい こ

0285-52-1487

0285-53-8866

0282-86-0177
0282-86-3710
0282-86-8600

介護老人福祉施設 しもつけ荘
介護老人保健施設 みなと荘
認知症老人グループホーム うらら

介護老人福祉施設 いしばし

認知症老人グループホーム いしばし

社会福祉法人
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防犯・防災意識の高揚を図る
11月20日、地域で団結して安全・安心なまちづくりをし

ようと、城内自治会(荒川克己会長)では、自治会公民館に
おいて防犯講話が行われました。
子どもたちのお楽しみ会の後、栃木警察署・生活安全課
長による防犯講話を実施。子どもから大人まで多くの自治会
員が、不審者の対応と防犯、子ども防犯５ヶ条などを学びま
した。また講話後は、婦人部による有事の際の炊き出し訓練(芋
煮･おにぎり)も実施され、防犯・防災意識の高揚を図りました。

あら かわ かつ み

11月18日、栃木県総合文化センターで開催された、「第３回栃木県交
通・生活安全安心県民大会」において、次の自主防犯団体が安全で安心
なまちづくり功労団体として栃木県知事感謝状を受賞しました。　（敬称略）
○六美北部・東部ワンワンパトロール隊（代表：村上征夫）
○六美北部・中部ワンワンパトロール隊（代表：塚原貞夫）
○六美北部・西部ワンワンパトロール隊（代表：矢野哲也）
この感謝状は、日頃の地道な活動により地域の安全確保に貢献していた
だいている自主防犯団体として、その功績が認められた結果表彰されたも
のです。当日は、六美北部・中部ワンワンパトロール隊代表の塚原貞夫さ
んの夫人伊玖子さん、壬生町防犯組合連絡協議会長の森島淳さんが表彰
式に出席しました。

安全で安心なまちづくり功労団体として栃木県知事感謝状受賞

むら かみまさ お

つか はらさだ お

や の てつ や

                                      　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　つか はら さだ お

 い   く     こ       　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     もり  しまあつし

11月20日、福和田花壇管理組合（代表：大橋良平氏）
主催の第12回福和田芋煮会が開催されました。
会場では、秋の味覚をふんだんに使った芋煮の他、地

元新鮮野菜の直売や各種模擬店の出店、野菜の無料配布、
プレゼント抽選会などが行われ、多くの来場者でにぎわい
ました。秋空の下、おいしい芋煮を味わいながら楽しいひ
と時を過ごしました。

福和田芋煮会
おお はしりょうへい
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マンガ「よしのぶがっ！」
11月29日、幕末歴史を描いた４コママンガ「よし

のぶがっ！」を連載中の、壬生町出身のマンガ家：ウメ
マツカヲル（本名：大迫由弥）さんが来庁されました。
ウメマツさんは、大学卒業後アメリカに留学中、「もっ

と日本のことを学びたい。命がけで日本をつくってきた
人々の思いを伝えたい。」と思い、歴史マンガを描き始
めたそうです。「歴史のおもしろさをマンガを通じて表
現したい。そして子どもたちにもっと歴史に興味を持っ
てもらいたい。」と熱い思いを語ってくれました。

おお さこ ゆう　み
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嘉陽が丘里山の会環境保全活動
11月20日、嘉陽が丘周辺の里山林において、嘉
陽が丘里山の会（坂田昇一会長）による環境保全活動
が行われました。
この日、地元自治会（壬生下馬木、上町、下町）、
造園業協同組合、建設業協同組合を中心とした250
人を超えるボランティアによって、今年は約８haの下
草刈りが行われ、里山の美しい景観が保たれました。

さか た しょういち

11月27日、緑町二丁目では、おもちゃのまち第一児
童公園において芋煮会を開催しました。
子どもとお年寄りでペアを組んで行うゲームやビンゴ大
会や模擬店等で地域の親睦を図りました。
また、今回は隣接する緑町一丁目自治会と幸町二丁目
自治会も参加し、自治会間の交流も深めることができまし
た。

芋煮会で地域交流

造園土木
草刈・伐採
スズメバチ駆除

墓石・石工事
修理承ります

お墓ディレクターにご相談下さい

㈱県南環境 TEL 82ー6700
大師町25-5/展示場 ：小金井駅東

聖地公園、他
完成価格65万円～

○壬生町水道施設維持管理業務
○壬生町清掃センター焼却設備運転管理業務
○農業集落排水処理施設各処理場巡回管理業務

昭和49年2月設立 維持管理業全般 35年の実績
本　　　社：〒150-0022　東京都渋谷区恵比寿南2-1-8　恵比寿OTビル6階
栃木営業所：〒323-0807　栃木県小山市城東1-1-32-102

○日本下水道協会賛助会員○日本下水道処理施設管理業協会会員○東京商工会議所会員
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とちぎの環境美化県民運動功労団体として
「おもちゃ団地協同組合」が表彰される
12月３日、マロニエプラザで開催されました「とちぎ環境県民大会」に

おいて、「おもちゃ団地協同組合」がとちぎの環境美化県民運動功労団体と
して、栃木県知事から表彰されました。
これは、「とちぎの環境美化県民運動」の統一行動日であります５月30
日前後に、永年にわたり組合として沿道の散乱ゴミの収集など行ってきたこ
とが、環境美化活動に顕著な功績があった団体として認められたものです。

川上初代さんが12月７日に100歳の誕生日を迎えられたため、
町長がご自宅を訪問して敬老金を手渡しし、長寿をお祝いしました。
川上さんは埼玉県の秩父に生まれ、壬生町では学校の教員とし

て20年教壇に立たれました。その後は子育てに専念され、６人の
お子さんを立派に育て上げられました。
訪問日前日にご家族でお祝いをされたそうですが、お写真の中で

着ていらっしゃるものはその席で贈られたものだそうです。
これからも、元気で長生きしていただきたいと思っています。

※壬生町では、10年以上本町に暮らし、100歳を迎えられた方に、特別敬老金を贈り長寿を祝っ
ております。平成４年４月から実施している事業です。

特別敬老金　川上初代さん100歳おめでとうございます

第40回おもちゃ団地チャリティーバザール
12月10･11日の２日間、おもちゃ団地グラウンドをメ

イン会場としてチャリティーバザールが開催され、県内外
から多くの来場者が集まりました。
今年も会場には、おもちゃ団地に事業所のある企業や地
元商店街によるテントが立ち並び、様々なおもちゃや雑貨、
文房具などが販売されました。それらの商品を目当てに、
早朝から長蛇の列ができていました。
また、今回は昨年３月に発生した東日本大震災義捐金の
受付も行われ、支援の輪が広がっていました。
なお、収益の一部はおもちゃ団地協業組合より町に寄付

されました。

12月17日、保健福祉センターにおいて、ひよこ利用
者親子・ファミサポ会員親子172名による合同クリスマス
会が開催されました。
はじめに、多くのパパやママが「親子エアロビクス」で体

を動かし、子ども達とたくさんふれあいました。次に、子
育てサークル「プラチナキッズ」による素敵な音色のハンド
ベル演奏を聞きました。
最後のオペレッタでは、着ぐるみを着たスタッフの登場

に会場は大いに盛り上がりましたが、サンタさんからのプ
レゼントに子ども達はさらに大喜びでした。

子育て支援センター☆ひよこ☆＆ファミリー・サポート・センター

合同クリスマス交流会開催

かわかみはつ よ
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「中１ギャップ」とは？「中１ギャップ」とは？
中学校に入学して出会う様々な環境の変化。新しい学校、新しい先生、新しい仲間、そして、教科担任制、部活動・・・

等々。これらの変化にうまく適応できずに起こる「中１ギャップ」。これは、「不登校」にもつながる深刻な問題です。

そこで、壬生町教育委員会では、小学校から中学校への移行を円滑にするため、各小中学校の協力の下、昨年度

から小中連携推進事業を実施しています。

一日中学生を体験して～６年生の感想～一日中学生を体験して～６年生の感想～
○中学校の校舎の中に初めて入って探検した。「○○室」という

のがいっぱいあって改めて中学校は大きいなと思った。知っ

ている人もいたし、どの教室もみんな仲良く楽しそうだっ

た。中学校に行ってみて、気持ちが楽になった。

○中学生と一緒にバスケットをした。はじめは中学生を見てドキ

ドキしたが、みんなシュートがうまいし、やさしく声をかけて

くれた。中学校に入学するのが楽しみになった。

○中学校の先生が分かりやすく教えてくれた。これから6年生の

復習をしっかりやって準備して、早く中学校に通いたくなった。

○去年の6年生に会ってびっくりした。信じられないくらいお兄

さん、お姉さんになっていた。中学生は、返事やあいさつな

どの基本がきちんとできていた。

○最初はとても緊張したが、だんだん慣れてきて他の小学校の

人たちとも仲良くなれた。とてもいい体験ができた。今日の

ことを生かして、入学したら楽しい中学校生活を送りたい。

この他にも、次のような機会を設け、中１ギャップの改善に努

めています。

・授業研究会（小中学校の教職員が相互に授業を参観し合い、

理解を深め合う。）

・中学校入学説明会（入学生徒と保護者対象）

・入学に係る打ち合わせ（小学校担任や養護教諭から中学校

教職員へ、一人一人の入学生徒について申し送りを行う。）

・交流活動（宿泊学習や臨海自然教室での複数小学校の合同

活動）

その他の取り組みその他の取り組み

壬生町の不登校状況は、以前に比べて改善しており、特に今年

度は両中学校とも中1の不登校生徒が激減しました。

これからも壬生町学校教育目標「明日を担う壬生の子どもたち

の育成」を目指し、『学力の向上』『不登校の改善』『挨拶の励行』

の重点課題に、全小中学校で取り組みます。

現状と課題現状と課題

学
校
探
検

「
中
学
校
は
大
き
い
な
あ
」

算
数
じ
ゃ
な
く
て
数
学
！

中
学
生
に
混
じ
っ
て

「
ナ
イ
ス
シ
ュ
ー
ト！
」

ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く

「
入
学
し
た
ら
一
緒
だ
ね
」

壬生町小中連携推進事業
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校
歌
特
集
「
南
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飼
中
学
校
」

第21回

●学校創立　昭和22（1947）年　　●校歌制定　昭和29（1954）年
●作詞者　勝 承夫氏は詩人。元日本音楽著作権協会会長。元東洋大学理事長。報知新聞社記者退社後、文筆活動に専念。
「小ぎつね」「灯台守」、NHK全国学校音楽コンクール課題曲、全国の小中高校校歌の作詞を数多く手がけた。昭和56年没。
●作曲者　坂本良隆氏は、指揮者・作曲家。島根大、大阪音大で後進を指導。ドイツ留学中にリコーダーに接し、日本に普及
させたことでも有名。主な著書に「音楽家の基礎練習」「指揮法入門」「音楽概論」等。「大島節」「伊那節」「大漁節」「おても
やん」等を作曲。昭和43年没。

●校歌制定当時の生徒数　509人　●現在の生徒数（H23.12.1）  491人

南
犬
飼
中
学
校
校
歌

　

作
詞　

勝　

承
夫　

 

作
曲　

坂
本
良
隆　

一　

光
ゆ
た
か
に　

降
る
と
こ
ろ

希
望
あ
ふ
れ
て 

麦
穂
は
み
の
る

南
犬
飼　

幸
多
き

わ
れ
ら
生
い
た
つ
学
舎
よ

友
情
あ
つ
き　

こ
こ
ろ
の
故
郷

二　

雪
の
男
体　

春
を
呼
び 

南
は
る
か
に　

筑
波
は
か
す
む

風
を
つ
ら
ぬ
き　

霜
に
耐
え

つ
よ
く
の
び
ゆ
く　

栃
の
葉
に

平
和
の
朝
の　

み
ど
り
が
ひ
ら
く

三　

歌
え
健
康　

か
ん
ぴ
ょ
う
も

肥
え
て
夢
見
る　

力
の
広
場

南
犬
飼　

勤
労
の

気
風
う
け
つ
ぐ　

自
主
の
門

栄
え
あ
る
母
校　

わ
れ
ら
が
誇
り

　

生
涯
学
習
館
講
座
「
手
織
り
体
験
教
室
」
で
講
師
を
お
願
い

し
た
鈴
木
利
子
さ
ん
が
、
卓
越
し
た
技
術
や
技
能
を
持
つ
「
宮

の
も
の
づ
く
り
達
人
」
に
、〈
手
織
り
も
の
達
人
〉
と
し
て
認
定

さ
れ
ま
し
た
。

　

鈴
木
さ
ん
は
、
宇
都
宮
市
在
住
で
す
が
、
平
成
５
年
よ
り
壬

生
町
緑
町
に
お
い
て
、【
手
織
り
工
房
「
の
ろ
ぼ
っ
け
」】
を
主

宰
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

ご
長
男
が
障
が
い
者
と
し
て
誕
生
し
、
試
行
錯
誤
の
子
育
て

の
中
で
「
さ
お
り
織
り
」
と
出
会
い
、
障
が
い
が
あ
っ
て
も
表

現
し
織
る
こ
と
が
で
き
る
織
物
が
あ
る
こ
と
を
知
り
ま
し
た
。

現
在
、
息
子
さ
ん
は
フ
ァ
イ
バ
ー
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
「
カ
ズ
・
ス

ズ
キ
」
と
し
て
活
躍
し
て
い
ま
す
。

　

そ
の
経
験
か
ら
、「
の
ろ
ぼ
っ
け
」
の
活
動
の
中
で
、
障
が
い

者
・
認
知
症
の
高
齢
者
を
含
め
た
多
く
の
方
に
織
物
を
と
お
し

て
生
き
が
い
を
持
っ
て
も
ら
い
、
人
生
を
前
向
き
に
生
き
て
も

ら
う
こ
と
が
、「
自
分
に
与
え
ら
れ
た
仕
事
」
で
あ
り
ラ
イ
フ

ワ
ー
ク
で
あ
る
と
語
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。

生
涯
学
習
館
だ
よ
り ―

講
師
の
あ
ゆ
み―

す
ず   

き  

と
し  
こ

壬
生
ソ
フ
ト
テ
ニ
ス
ク
ラ
ブ

創
部
15 
周
年
記
念
大
会

（
11
月
13 
日    

町
総
合
運
動
場
テ
ニ
ス
コ
ー
ト    

参
加
者
47
名
）

〈
シ
ニ
ア
・
成
年
・
一
般
ミ
ッ
ク
ス
の
部
〉

優　

勝　

森　

輝
男
・
野
中
裕
二　
　

組

準
優
勝　

大
出
清
美
・
古
谷
津
佳
子　

組

〈
中
・
高
・
成
年
ミ
ッ
ク
ス
の
部
〉

優　

勝　

高
橋
昌
利
・
高
橋
優
子　
　

組

準
優
勝　

伊
澤
太
壱
・
河
田
将
貴　
　

組

成　

績

旧校舎

も
り

て
る  

お

の 

な
か 

ゆ
う   

じ

お
お   

で  

き
よ  

み

た
か
は
し
ま
さ
と
し

い

ざ
わ   

た  

い
ち

か
わ  

た  

ま
さ   

き

た
か
は
し
ゆ
う 

こ

こ　

や　

つ　

よ
し　

こ

現在の校舎

か
つ

よ
し　

お

さ
か 

も
と
よ
し 

た
か



▲愛宕塚古墳出土「盾持ち人」埴輪

25

第
９
回　

『
愛
宕
塚
古
墳
』

　
　
　

…
…

死
者
を
悪
霊
か
ら
護
る
「
盾
持
ち
人
」
埴
輪…

…

　

三
好
町
に
あ
る
国
指
定
史
跡
「
愛
宕

塚
古
墳
」
か
ら
は
、
写
真
の
よ
う
に
一

風
変
わ
っ
た
人
物
埴
輪
が
出
土
し
て
い

ま
す
。
普
通
、
人
物
埴
輪
と
い
え
ば
、

武
人
埴
輪
や
巫
女
な
ど
の
よ
う
に
表
情

豊
か
な
顔
や
両
腕
を
表
現
し
た
埴
輪
を

思
い
出
す
で
し
ょ
う
。
と
こ
ろ
が
、
本

墳
か
ら
出
土
し
た
埴
輪
は
、
身
を
護
る

た
め
の
盾
で
胴
体
を
表
現
し
、
髪
を
頭

上
に
結
上
げ
、
顔
も
ち
ょ
っ
と
人
間
離

れ
を
し
た
表
現
に
な
っ
て
い
ま
す
。
も

ち
ろ
ん
腕
の
表
現
も
な
く
、
盾
の
上
に

顔
が
の
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
「
盾
持
ち

人
」の
埴
輪
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。ま
た
、

埴
輪
が
立
て
ら
れ
て
い
た
場
所
も
、
古

墳
に
眠
る
死
者
を
悪
霊
か
ら
護
る
よ
う

に
、
周
溝
（
空
堀
）
の
外
側
に
、
古
墳
の

外
側
を
向
い
て
立
て
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

周
辺
か
ら
は
円
筒
埴
輪
の
破
片
が
出
土

し
て
い
る
だ
け
で
す
か
ら
、「
盾
持
ち
人
」

の
埴
輪
は
、
他
の
人
物
埴
輪
群
と
は
離

れ
て
単
独
で
立
て
ら
れ
て
い
た
も
の
と

推
測
さ
れ
ま
す
。

　

現
在
、
こ
の
よ
う
な
「
盾
持
ち
人
」
の

埴
輪
の
出
土
例
は
県
内
で
も
少
な
く
、

近
く
で
は
下
野
市
国
分
寺
の
「
甲
塚
古

墳
」
や
小
山
市
の
飯
塚
古
墳
群
か
ら
出

土
し
た
例
が
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
し

て
い
ず
れ
も
、
ち
ょ
っ
と
怒
っ
た
よ
う

み
ぶ
の
文
化
財
コ
ー
ナ
ー

【締　　切】
【必要事項】
【申込方法】
【申 込 先】

2月18日
氏名（ふりがな）、保護者名、生年月日、電話番号
必要事項を明記の上、役場企画財政課または稲葉・南犬飼出張所まで
町総務部企画財政課  情報広報係
〒321－0292　壬生町通町12－22
Eメールアドレス　info@town.mibu.tochigi.jp

次回は3月生まれのアイドルを募集します。写真は掲載後にお返しいたします。

な
顔
を
し
て
い
ま
す
。

　

今
日
ま
で
埴
輪
が
立
て
ら
れ
た
理
由

に
つ
い
て
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
研
究
者
が

い
ろ
い
ろ
な
学
説
を
唱
え
て
い
ま
す
が
、

い
ま
だ
に
解
明
に
は
至
っ
て
い
ま
せ
ん
。

　

し
か
し
、「
盾
持
ち
人
」
の
埴
輪
を

見
る
限
り
、
死
者
を
悪
霊
か
ら
護
る
た

め
に
埴
輪
が
立
て
ら
れ
た
と
い
う
の
が

第
一
の
目
的
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。

こ  や ま  ま   な

小山愛奈ちゃん（H23.1.7生）
（落合）

髙橋騎士ちゃん（H22.1.11生）
（落合）

せい の しょう た たかはし ない と

早乙女勇翔ちゃん（H23.1.6生）
（中表町）

そ う と め ゆう  と

清野翔太ちゃん（H18.1.15生）
　　太獅ちゃん（H22.8.19生）

（安塚南部）

た ぐち  る  い  と

田口瑠衣斗ちゃん（H23.1.25生）
（安塚中央）

たい し

至宇都宮

車塚古墳

愛宕塚古墳愛宕塚古墳愛宕塚古墳

牛塚古墳牛塚古墳牛塚古墳
●

● 至宇都宮

■

■

■

■

公民館

車塚歩道橋神代橋

壬生バイパス

病院病院病院
案内板案内板案内板

至栃木

至石橋

至栃木至壬生市街

黒　

川

栃
木
バ
イ
パ
ス

あ

た

ご

み  　

こ

か
ぶ
と
づ
か

た
て  

も

 

づ
か



【まちのうごき】

No.632 発行人／壬生町役場  〒321-0292  栃木県下都賀郡壬生町通町12番22号  編集／総務部企画財政課情報広報係
電話0282-81-1814  FAX0282-82-8262  ホームページhttp://www.town.mibu.tochigi.jp平成24年1月23日発行広報みぶ 1月号

●総人口 39, 513人（△14）  男19, 399人（△9）　女20, 114人（△5）　●総世帯 14, 358世帯（△3）  （　）内は前月比   平成24年1月1日現在

環境保護のため再生紙を使用しています。

i-mode・ezweb用 softbank用

2
月
の
納
税
等

● 

固
定
資
産
税・都
市
計
画
税

● 

国
民
健
康
保
険
税

● 

介
護
保
険
料

● 

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

（
４
期
）

（
８
期
）

（
８
期
）

（
８
期
）

納
期
限　

2
月
29
日

表紙の写真

11月26日、壬生中央公民館大ホールにおいて、
男女共同参画講演会が教育委員会と女性団体連絡協
議会の主催により開催されました。
「男女共同参画社会実現の先に～私たちの暮らしは
どう変わるのか～」をテーマに、TBSテレビ報道局解
説・専門記者室長の杉尾秀哉さんを講師にお招きし、
男女共同参画社会が実現していく際に私たちの生活
がどう変化していくかについて、キャスターの目を通
じてお話しいただきました。
また、開会行事終了後にはアトラクションとして、
壬生町文化協会音楽部による童謡のコーラスが行わ
れました。

壬生町立歴史民俗資料館では、２月４日
から３月18日まで第20回企画展「壬生
城本丸御殿と徳川将軍家」を開催します。
詳しくは13・14ページをご覧ください。

壬生北小5年
北山　敬典

壬生北小5年
粂川　寿恵莉

きた やま 　 　 た か のり

くめ かわ 　 　 　じゅ え り

版画  「ドッカーン」

版画  「森の奥の不思議な木」

平成23年度平成23年度
壬生町男女共同参画講演会開催壬生町男女共同参画講演会開催

平成23年度平成23年度
壬生町男女共同参画講演会開催壬生町男女共同参画講演会開催

平成23年度
壬生町男女共同参画講演会開催

すぎ お ひで や

▲講師の杉尾秀哉さん ▲町女性団体のパネル展示も行いました

南犬飼中生徒南犬飼中生徒が「年賀状「年賀状」で高齢者と心の交流で高齢者と心の交流南犬飼中生徒南犬飼中生徒が「年賀状「年賀状」で高齢者と心の交流で高齢者と心の交流南犬飼中生徒南犬飼中生徒が「年賀状「年賀状」で高齢者と心の交流で高齢者と心の交流南犬飼中生徒が「年賀状」で高齢者と心の交流

　年賀状を作成したのは、生徒会福祉委員会
主催による学年ボランティア活動に参加した
南犬飼中学校２年生の生徒達です。
　これは、高齢者の方との交流を図ることに
より、社会の一員としての自覚を高めること
や、人生の大先輩である高齢者の方に尊敬と
感謝の気持ちを持ち、温かい人間愛の精神を
深めることを目的としています。
　年賀状には、「お体に気を付けて今年も元
気に過ごしてください。」など温かいメッセー
ジが書かれており、１月上旬に在宅の一人暮
らし高齢者等へ、町が社会福祉法人関記念栃
の木会、町シルバー人材センターに委託して
実施している配食サービスのお弁当に添えて
届けられました。




